
2． “Ｐパレ指定伝票”について

●従来、Ｐパレの受払い管理においては、加盟各社・輸配送を担う物流事業者様が、各社各様の運用
ルール、システム、伝票を使用して、受払い管理を実施していました。

●このままでは、Ｐパレの流通実態を明らかにすることは出来ず、正確な受払い枚数を管理すること
は出来ません。

●Ｐパレ共同使用会では、これを見直しし、Ｐパレの受払いにおいては、共通の伝票（“指定伝票”を
使用することを義務付けました。
（出荷用） （回収用）

※Ｐパレ指定伝票は、「Ｐパレ共同使用会指定伝票」と「Ｐパレ共同使用会ロゴマーク」 が明記されたものに限ります。

※加盟社によって、一部、用紙サイズや単票・複写等、様式は異ります。


